
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

県民の聴覚障がい者や手話に対する理解の促進を図るとともに、身近な場所での手話習得の機会を
提供することにより、手話の普及を図ることを目的として次のとおり開催します。 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
この取組は、しあわせ信州創造プラン 2.0「南信州地域計画」の地域重点政策「安全・安心な暮らしが

実現できる南信州」に基づくものです。 
 

 
 
 
 
 

                   

 

回 数 日   時 場   所 申込期限 

第１回 

(入門編） 

令和元年 9 月 14 日（土） 

10:00～12:00 

飯田上郷公民館 

1 階 102 号室 
令和元年 9 月 6 日(金) 

第２回 
(おさらい編） 

令和元年 9 月 28 日（土） 

10：00～12:00 

飯田上郷公民館 

1 階 102 号室 
令和元年 9 月 20 日(金) 

第３回 

(入門編） 

令和元年 10 月 25 日(金） 

19:00～21:00 

飯田市鼎公民館 3 階 

講義室 
令和元年 10 月 18 日(金） 

第４回 
(おさらい編） 

令和元年 11 月 8 日（金） 

19:00～21:00 

飯田市鼎公民館 3 階 

講義室 
令和元年 11 月 1 日(金) 

 
(1) 入 門 編  講話（聴覚障がいについて、ろう者の体験談） 
        実習（あいさつや簡単な会話） 
(2)おさらい編  実習（コミュニケーションに係る実技） 

（※1 回のみ参加でも OK ですが、興味のある方はぜひ入門編とおさらい編
の両方に参加してみてください!） 

         (1) 参加資格  手話に興味のある方  
         (2) 参 加 費  無  料 
         (3) 定  員  概ね 20 名（申込み順） 

※ 定員を超えた場合お断りすることもあります。 
         (1) 申込方法  「申込書」に必要事項を記入の上、FAX またはメールで飯田 

保健福祉事務所福祉課まで申し込んでください。 
         (2) 申 込 書    以下のいずれかの方法で入手できます。 
                ① 飯田保健福祉事務所ホームページからダウンロードする。 

＜http://www.pref.nagano.lg.jp/iidaho/index.html＞ 
                ② 当所福祉課及び市町村障がい担当窓口で配布しております

が、ご連絡いただいた方には、メール等により送付します。 

日時及び場所 

参加資格等 

申 込 み 

⾧野県（飯田保健福祉事務所）プレスリリース  令和元年（2019 年）７月 23 日 

「手話を体験してみませんか?」 
令和元年度県民向け手話講座を開催します! 

 

内 容 

飯田保健福祉事務所 福祉課 福祉第二係 

（課長）片桐 賢二（担当）金田 直樹 

電 話   0265-53-0412(直通） 

F A X  0265-53-0474  

E-mail  iidaho-fukushi@pref.nagano.lg.jp ［⾧野県は「SDGs 未来都市」です］ 
SDGs（持続可能な開発目標）は、美しく、誰もが安心して暮らし続けられる社会をめざし、世界みんなで取り組む目標です  

（第 1 回と第 3 回、第 2 回と第 4 回は概ね同じ内容です。） 


